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本当の裁判所からの
通知である場合

近
年
、
出
逢
い
系
サ
イ
ト
や
ア

ダ
ル
ト
サ
イ
ト
等
に
係
わ
る
架

空
・
不
当
請
求
に
よ
る
被
害
が
増

加
し
て
い
ま
す
。
そ
の
手
口
は

日
々
変
化
を
遂
げ
、よ
り
巧
妙
化
、

悪
質
化
し
、
依
然
と
し
て
減
少
傾

向
を
示
し
て
い
ま
せ
ん
。

最
近
は
、
出
逢
い
系
サ
イ
ト
や

ア
ダ
ル
ト
サ
イ
ト
等
の
請
求
と
称

し
て
「
支
払
督
促
」
を
偽
造
し
、

こ
れ
を
消
費
者
に
送
付
す
る
ケ
ー

ス
や
「
少
額
訴
訟
」
を
提
起
す
る

と
脅
す
手
口
な
ど
、
裁
判
手
続
き

を
利
用
し
た
架
空
・
不
当
請
求
が

増
え
て
き
て
い
ま
す
。

架
空
請
求
や
偽
造
さ
れ
た
「
支

払
督
促
」
で
あ
れ
ば
放
置
し
た
ま

ま
で
構
い
ま
せ
ん
が
、
本
物
だ
っ

た
場
合
は
、
し
か
る
べ
き
措
置
が

必
要
で
す
。「
支
払
督
促
」
な
ど

裁
判
所
関
係
の
書
類
は
皆
さ
ん
に

裁判所の手続きが本当に進められている場合
には、身に覚えのない請求でも放置すると、強
制執行などの不利益を被るおそれがあります。
このとき、通知に書かれた連絡先には絶対に

連絡しないでください。

※裁判所からの通知であるかどうかは、次ペ
ージの「通知の見分け方のポイント！」を
参考にしてください。

弁護士や消費生活センターなどにご相談く
ださい。
東部県民生活センター 電話０５５‐９５２‐２２９９

そのまま放置して構いません。
不安なときは、消費生活センターなどにご

相談ください。

と
っ
て
な
じ
み
が
な
い
た
め
、
送

付
さ
れ
た
書
類
の
真
偽
を
判
別
す

る
こ
と
は
難
し
く
、
不
安
に
感
じ

る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。

こ
れ
ら
の
悪
質
な
架
空
・
不
当

請
求
は
、
い
つ
あ
な
た
を
狙
っ
て

く
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
だ
ま
さ

れ
な
い
た
め
に
も
、
そ
の
手
口
を

知
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

問
合
せ

東
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０
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観
光
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８
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まずは、本当の「裁判所」からの
通知か確認！

本当の裁判所からの
通知ではなかった場合

５月は消費者月間

「特別送達」と記載された、
裁判所の名前入りの封書で送

付されてきます。
はがきや普通郵便で送付されてくることはあ

りません

本物の「支払督促」や「少額
訴訟の呼出状」には、「事件

番号」「事件名」が記載されています。そして、
「支払督促」については、「督促異議申立書」が
同封されています。
なお、これらの書類に金銭の振込み先（預金

口座等）が記載されていることはありません。

郵便職員に
よる手渡しが

原則です。はがきなどのように
郵便受けに投げ込まれることは
ありません。

受け取りのときは、郵便職員
から「郵便送達報告書」に署

名または押印が求められます。

「督促異議の申立て」をしてください。「支払督促」と同封されている「督促異議
申立書」に必要事項を書いて裁判所に送り返すだけで、申し立てができます。

指定された期日に裁判所に出頭するとともに、自分の言い分を記載した「答弁書」
という書面を期日の前に裁判所に提出してください。

支払督促の場合

少額訴訟の呼出状

●●● 本物の支払督促・少額訴訟の呼出状であるときの対処法　●●●

※具体的な対応策については、弁護士や消費生活センター等に相談してください

ま
だ
ま
だ
あ
り
ま
す
！

●
手
紙
や
は
が
き
、
メ
ー
ル

に
よ
る
不
当
請
求

利
用
し
た
覚
え
の
な
い
有

料
電
話
情
報
ツ
ー
シ
ョ
ッ
ト

ダ
イ
ヤ
ル
、
ダ
イ
ヤ
ル
Ｑ
２

と
称
す
る
情
報
料
等
を
請
求

す
る
手
紙
、
は
が
き
、
メ
ー

ル
に
よ
る
請
求
。
内
容
は
、

「
有
料
番
組
提
供
会
社
か
ら
未

納
利
用
料
金
の
債
権
譲
渡
を

受
け
た
と
称
す
る
債
権
回
収

業
者
よ
り
、
は
が
き
や
メ
ー

ル
で
利
用
料
金
の
請
求
を
受

け
、
期
限
ま
で
に
入
金
さ
れ

な
け
れ
ば
、
自
宅
ま
で
請
求

に
行
く
。
そ
の
と
き
は
、
交

通
費
も
含
め
て
請
求
す
る
」

等
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
お
悔
や
み
電
報
の
わ
な

お
悔
や
み
電
報
を
利
用
し

て
、
遺
族
等
か
ら
お
金
を
だ

ま
し
取
ろ
う
と
す
る
詐
欺
。

借
金
の
事
実
を
個
人
に
確
認

す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
立
派

な
う
る
し
塗
り
の
電
報
に
だ

ま
さ
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。

犯
人
は
、
新
聞
の
訃
報
欄
等

か
ら
得
た
情
報
を
も
と
に
、

あ
り
も
し
な
い
「
貸
金
」
を

請
求
し
て
き
ま
す
。

●
ワ
ン
ク
リ
ッ
ク
料
金
請
求

架
空
あ
る
い
は
一
度
だ
け

ア
ク
セ
ス
し
た
サ
イ
ト
か
ら

利
用
料
金
を
請
求
さ
れ
る
ケ

ー
ス
。
な
か
で
も
、
携
帯
電

話
で
の
メ
ー
ル
を
手
段
と
し

た
料
金
請
求
が
増
え
て
い
ま

す
。
特
に
最
近
は
、
自
分
が

携
帯
電
話
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
に
接
続
し
、
い
ろ
い
ろ

な
サ
イ
ト
を
見
て
い
る
う
ち

に
、
突
然
ア
ダ
ル
ト
サ
イ
ト

や
出
逢
い
系
サ
イ
ト
に
つ
な

が
り
、
料
金
請
求
の
表
示
な

る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
増
え

て
き
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
の
ケ
ー
ス
も
、
身

に
覚
え
の
な
い
請
求
に
つ
い

て
は
、
支
払
う
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

ま
た
、
個
人
情
報
を
提
供

す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
連

絡
先
に
は
安
易
に
電
話
連
絡

等
を
し
な
い
よ
う
に
注
意
し

ま
し
ょ
う
！

支
払
督
促

少
額
訴
訟

債
権
者
が
原
則
と
し
て
債
務
者

（
相
手
方
）
の
住
所
の
あ
る
地
域

の
裁
判
を
受
け
持
つ
簡
易
裁
判
所

の
裁
判
所
書
記
官
に
対
す
る
申
し

立
て
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
債
務

者
に
対
し
て
金
銭
の
支
払
い
を
命

じ
る
制
度
の
こ
と
。「
支
払
督
促
」

の
確
定
を
避
け
る
た
め
に
は
、

「
督
促
意
義
の
申
し
立
て
」
が
必

要
で
す
。

６０
万
円
以
下
の
金
銭
の
支
払
い

の
請
求
を
目
的
と
す
る
事
件
に
利

用
で
き
る
、
簡
易
裁
判
所
に
お
け

る
訴
訟
手
続
き
の
こ
と
。
原
則
一

回
の
審
理
を
経
て
判
決
が
下
さ
れ

ま
す
。


